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第２期 第１回羽村駅西口土地区画整理審議会を 

開催しました！ 
 

去る、５月７日（木）に第２期 第１回福生都市計画事業羽村駅西口土地区

画整理審議会を開催しました。 

第１期審議会では、各種基準や取扱方針等の換地設計（案）を作成してい

くための骨子となる内容等を審議していただきましたが、第２期の審議会で

は、権利者の皆様にお示しした換地設計（案）の見直しに関する事項などに

ついて、引き続き、事業を適正に執行するための審議を行っていただくこと

になります。 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

羽村駅西口土地区画整理事業  情報紙 

 

 

 

 

～人と環境に優しいまちづくりを目指して～           

第２９号  平成２１年６月１５日

                               編集・発行 羽村市都市整備部区画整理事業課

• 測量調査等の実施について（P.4） 

• 駅前周辺整備等について（P.4） 

第２９号の主な内容 

• 第２期羽村駅西口土地区画整理審議会について（P.2） 

• 第２期羽村駅西口土地区画整理審議会委員の皆様について（P.3） 

• 審議会委員の守秘義務について（P.3） 
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第２期羽村駅西口土地区画整理審議会について 

第２期 第１回羽村駅西口土地区画整理審議会の審議結果 
 

第２期  第１回羽村駅西口土地区画整理審議会での主な議題は次のとおりです。  

 

【開   催  日】 平成２１年５月７日（木）  

【主な議決事項】   会長及び会長代理の選出、議席番号の決定  

 【そ  の   他】 換地設計の今後の進め方について 

 
土地区画整理審議会委員は、事業を適正に執行するため、下記の事項について

審議する役割を持っています。  
 
主な審議事項は次のとおりです。  
 
・「同意」を必要とする事項（同意事項） 
① 評価員を選任しようとする場合  
②  学校や道路などについて、換地計画において特別の定めをする場合  
③  保留地を決定する場合  
④  宅地地積の適正な地積を定める場合  
 
・「意見」を必要とする場合（諮問事項） 
①  換地計画を作成しようとする場合  
②  換地計画を変更しようとする場合  
③  換地計画の縦覧により意見書の提出があった場合の内容審査  
④  仮換地を指定しようとする場合  

 
換地設計（案）については、意見要望等の内容を精査し、見直しを検討して

います。  
今後、その内容を審議会へ説明したうえで、再度、権利者の皆様に調整後の

換地設計（案）をお示ししていくことになります。  
 

～換地設計の見直し状況について～ 
従前地との位置関係をはじめ、角地の

設定や大きさの違う画地の組み合わせ

と間口確保、宅盤高の検討など、総合

的に照応しているかの比較検討を行っ

ていま  す。
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第２期羽村駅西口土地区画整理審議会委員の皆様について 

「まちなみ第２８号」で紹介しました第２期土地区画整理審議会委員選挙で当選された

８名の委員の方々と、市長が選任する２名の学識経験委員を合わせた合計１０名の審議会

委員が決定しました。 

審議会委員になられた方々は、次のとおりです。 

なお、審議会委員の任期は、平成２１年３月８日から平成２６年３月７日までの５年間

です。（学識経験委員の任期は、平成２１年４月２２日から平成２６年４月２１日までの

５年間） 

 

議席番号 氏 名 委員の種別等 

１ 黒 木  中 学識経験委員（会長代理） 

２ 中 野 恒 雄 土地所有者委員 

３ 島 田 俊 男 〃 

４ 神屋敷 和 子 〃 

５ 加 藤 照 夫 〃 

６ 吉 永  功 〃 

７ 小 宮 國 暉 〃 

８ 島 谷 晴 朗 〃 

９ 武 政 健太郎 借地権者委員 

１０ 高 本 正 彦 学識経験委員（会長） 

 

審議会委員の守秘義務について 

土地区画整理審議会委員は、特別職の地方公務員であることから、一般職の職員と異な

り、地方公務員法上の「秘密を守る義務」の規定が適用されません。  
ただし、個人のプライバシーに関わる事項については、守秘義務が適用されます。  
このことは、個人の基本的人権を尊重し、個人の権利利益の保護などを目的に設置され

た「羽村市個人情報保護条例」第３条第２項で「実施機関の職員は、職務上知りえた個人

情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない」と規定され

ており、この職員には、各種審議会の委員等も含まれることから守秘義務が適用されるも

のです。  
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駅前周辺整備等について  

羽村駅西口駅前につきましては、まちなみ第２３号でお知らせしましたとおり、羽村駅

西口を利用する方々の安全を確保するとともに、利便の向上を図るため、関係権利者のご

理解とご協力を得て、順次、整備を進めてまいりました。  
今年度も、引き続き、区画道路の整備を進めていきますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、工事時期等は、別途、お知らせしてまいります。  
 
 
 
 
 
 JA 西多摩 

 
 

至 福生 至 小作 

旧本町 

ふれあい公園 
 
 
 整備予定の区画道路  
 
 整地箇所  

測量調査等の実施について  

現在、換地設計（案）の見直し作業の一つとして、宅盤高等を詳細に検討していくため、

道路等の測量調査を進めております。  
基本的には、道路の高さ等を測量いたしますが、地形等の変化を把握するうえで、権利

者の皆様の敷地内に立ち入る場合は、その旨を事前にご通知いたしますので、よろしくお

願いいたします。  
【測量調査期間】 平成２１年６月から平成２１年９月頃まで  
【測 量 業 者】 パシフィックコンサルタンツ株式会社  
 

お問い合わせはこちらへ  
 
 
 
 
 
 

○羽村駅西口土地区画整理事務所 

【開 所 日】毎週月曜日～金曜日 

○羽村駅西口個別説明事務所 

【開 所 日】毎週月曜日～土曜日 

【開所時間】 【開所時間】 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 ①月・水・金・土曜日 午前 9 時～午後 5 時 

【所在地】羽村市羽東１－２９－３５ ②火・木曜日 午前 9 時～午後 8 時 

℡（０４２）５７０－７４７４ 【所在地】羽村市羽東１－１４－１ 

※ 祝日は、閉所します。 ℡（０４２）５５４－９０２６ 

※ 祝日は、閉所します。 
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